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２０１０年度 賃金及び臨給要求書 
 


第６６回全損保全国大会、第８９回中央委員会、第１４８回富士支部臨時支部


大会、ならびに第８回富士支部闘争委員会の決定に従い、２０１０年賃金及び


臨給の引上げにつき別紙のとおり要求します。 
 
 
 
 
 
 
 


富士火災海上保険株式会社 
取締役兼代表執行役社長兼 CEO 近藤 章 殿 


 
富士火災支部闘争委員長 三村 えり子 


 


全日本損害保険労働組合 
中央闘争委員長 吉田 有秀 







 
 


1. 内勤 
  
 新「新人事給与制度」については労使協議中であり、会社の提案に同意をし


ていない。従って弊支部との関係では平成８年度制度発足の人事給与制度に基


づき「定期昇給」を行うこと。 
 
 全ての従業員の働きに見合った賃上げを行うこと。最低上昇１万円。 


 
2. 外務員・直販社員 
 
富士支部は外務員・直販社員制度再構築（案）ならびに、同改定（案）に同


意をしていない。したがって各案の不利益変更を富士支部組合員に一方的に適


用しないこと。また、適用中の不利益変更を直ちに停止すること。 


 
3. ２０１０年度臨給要求 
  
 下記の月数で年初に年間一括協定を要求する。尚、臨給は一律支給とし、前


項で要求しているとおり、収支残による支給月数の削減はしないこと。 
 


 6 臨 12 臨 3 臨 
内勤 年間 6.93 ヶ月（12 月・3 月は一律支給すること） 
外務員 
直販 


3 ヶ月 4 ヶ月 3 ヶ月 


 
  


以 上 








 


育児休業規程 


 


（目的） 


第１条 この規程は、各種就業規則に基づき、従業員の育児休業及び育児短時間


勤務等に関する取り扱いについて定めるものである。 


 


② 規程に定めのない事項については、育児休業等に関する法律その他の法令の


定めるところによる。 
 


（対象者） 


第２条 育児休業対象者は育児休業を希望する従業員で、生後満１歳に達しない


子（実子または養子）を養育し、育児休業後引き続き勤務する意思を有する者


とする。ただし、次の各号の一に該当する者を除く。 


１．日々雇用される者 


２．期間を定めて雇用される者（勤続満１年未満） 


３．労使協定により定められた者 
 


（休業手続） 


第３条 育児休業を希望する者は、原則として休業を開始する日の１ヵ月前まで


に希望する休業期間を明らかにして、所定の書面により所属長を経て申し出な


ければならない。 
 


（休業期間） 


第４条 育児休業期間は休業開始予定日と休業終了予定日を明示した連続する期


間とし、育児休業の対象となる１人の子について１回に限るものとする。 


 


② 育児休業の期間は、子が１歳に達するまでを限度として本人の申し出た期間


とする。 


ただし、子が満 1 歳に達する日において両親のいずれかが育児休業中であり


同日以降保育所への入所を希望するにもかかわらず入所できない場合、また 1


歳未満の子を養育する配偶者が死亡、疾病、負傷などにより養育することが困


難となった場合は、本人の選択により次のいずれかの期間を延長することがで


きる。 


・子が 1 歳 6 ヶ月に達する月の末日まで 


・子が 1 歳に達する年度の末日まで 


③ 育児休業は、原則として本人の申し出た期間が満了する日の属する月の末日


をもって終了する。ただし、当該終了予定日とされた日の前日までに、次の各


号の一に該当する事情が生じたときは、当該事情が生じた日(第５号については


その前日)をもって終了するものとする。 


１．子が死亡したとき 


２．子が養子である場合において離縁または養子縁組の取消が行われたとき 


３．子が養子となったことその他の事情により、従業員と子とが同居しないこ


ととなったとき 


４．従業員が、負傷、疾病または精神若しくは身体の障害により、子が１歳に


達するまで の間、当該子を養育することができない状態になったとき 







５．休業申出をした従業員について労働基準法第 65 条第１項若しくは第２項の


規程により休業する期間または新たな育児休業期間が始まったとき 


６．育児休業中、第２条第３号に該当する事となったとき 


 


④ 前項において、本人の申し出た期間終了後は本人が希望すれば就業すること


を妨げない。 
 


（休業開始日の指定） 


第５条 休業開始予定日とされた日が、当該休業申出のあった日の翌日から起算


して１ヶ月を経過する日前である場合、会社は、休業開始予定日とされた日か


ら当該１ヶ月を経過する日までの間で、休業開始日を指定することができる。 


 ただし、休業申出があった日までに、次の各号の一に該当する事由が生じた場


合には、休業申出のあった日の翌日から１週間を経過する日までの間で指定す


る。 


１．出産予定日前に子が出生したとき 


２．配偶者が死亡したとき 


３．配偶者が負傷または疾病により休業申出の対象となっていた子を養育する


ことが困難になったとき 


４．配偶者が休業申出の対象となっていた子と同居しなくなったとき 


 


② 前項による指定は、休業開始予定日として申し出られた日までにするものと


し、原則として申出があった日から３日以内に書面をもって行う。 
  


（休業期間の変更・撤回） 


第６条 休業開始予定日の前日までに、前条第１項各号に定める事由が生じた場


合には、所定の書面で申し出ることにより、休業開始予定日を１回に限り繰り


上げることができる。 


 ただし、会社は変更申出の日と変更後の休業開始予定日との間が一週間より短


い場合、会社は、変更申出の翌日から一週間を経過する日の間で開始日を指定


することができる。 


 


② 前項による指定を行う場合の手続きは、第５条第２項に準じる。 


 


③  子が 1 歳に達する期間内においては休業終了予定日の 1 ヶ月前までに所定の


書面で申出ることにより、休業終了予定日を１回に限り、その子が満１歳に達


する月の末日までを限度として繰り下げることができる。また、子が満１歳超


１歳６ヶ月に達する期間においては、２週間前までに所定の書面で申出ること


により、その子が満１歳６ヶ月に達する月の末日までを限度として繰り下げる


ことができる。 


 


④ 育児休業の期間は、１回に限り、その子が満１歳に達するまで（延長中の者


は１歳６ヶ月に達するまで）を限度として延長または短縮することができる。


この場合は、原則として１ヶ月前までに希望する期間を明らかにして、所定の


書面により申し出なければならない。 


 


⑤ 休業申出をした本人は、休業開始予定日とされた日の前日までは、所定の書







面で申し出ることにより、休業申出を撤回することができる。なお子の死亡等


により休業申出に係る子を養育しないこととなった場合には、育児休業の申出


はされなかったものとみなす。 


（給与） 


第７条 育児休業中の給与は、支給しない。 


 


②  前項の規定にかかわらず、内勤社員、外務員、直販社員、損害サービススペシ 


ャリストについては、育児休業開始日から７日（会社が定める休日を含む）まで


に限り有給とし、1 日あたり、以下の計算式により算出した給与を支給する。 


ただし、賞与ならびに臨時給与の支給対象期間における在勤期間に算入しない。 


月例支給額／当月総日数（暦日数）（1 円未満は 1 円に切り上げる）。 


 


③ 育児休業中の賞与ならびに臨時給与については、算定の全期間休業した者は


支給しない。期間の途中で育児休業を開始または復職した者の賞与ならびに臨


時給与は、各職種の給与規程の定めに準じ、原則として支給対象期間における


在勤期間に応じて支給する。 


 


④ 給与の見直しは、休業期間中も通常どおり行う。 
 


（社会保険） 


第８条 社会保険の被保険者資格は、休業期間中も継続する。 
 


（復職） 


第９条 復職後の職場および職務は、原則として休業直前の職場および職務とし、


本人の実情等を勘案してこれを決定する。 


 


② 復職後の給与および資格上の格付は、休業前の水準を下回らない。ただし、


成績や規定等により変動する場合は、この限りではない。 
 


（年次有給休暇付与日数算出時の取扱い） 


第 10 条 年次有給休暇付与日数算出時の取扱いについて、育児休業の期間は、こ


れを出勤したものとみなす。 
 


（勤続年数の算定） 


第 11 条 退職手当その他本人の勤続年数を要件とする制度の適用においては、育


児休業の期間も、これを勤続年数に算入する。 


 ただし、育児休業期間中または復職後１年未満で退職した者については、育児


休業の期間を勤続年数として算入しない。 
 


（休業者の身分） 


第 12 条 休業期間中の者は、本制度に定めるものの他、従業員としての身分保有


することに伴う福利厚生制度等の利益を受けることができるとともに、企業の


信用、名誉の保持等の責任を負うものとする。 
 


（育児休業を取得しないものに対する措置） 


第 13 条 育児を続けながら勤務を継続しようとする者については、申し出たとき


は、子が１歳に達するまでの間、所定外労働を命ずることはない。 







 


（育児短時間勤務：有給） 


第 14 条 従業員で１歳に満たない子と同居・養育する者から、出社、退社時間に


ついて請求があったときは、有給により１日１時間の範囲内で勤務時間の短縮


を認める。その時間数は本人の要望にもとづいて店部長が決定する。ただし、


育児休業・介護休業に関する労使協定書（労働協約付属協定書 10）に定められ


た除外対象者（２．第１条第１項第１号および第２号）に該当する者、および


所定労働時間が６時間以下の者については適用しない。 


 


② 適用のための資格および手続き等については、第３条から第６条までの規定


を準用する。 


 


③ 育児休業と組み合わせて利用する場合についても子が１歳に達するまでを限


度とする。 


 


（育児短時間勤務：無給） 


第 15 条 従業員のうち内勤社員、外務員、直販社員、損害サービススペシャリス


トで、満９歳到達年度末もしくは小学校３年生到達年度末までの子を養育する


者から請求があったときは、別に定める「短時間勤務に関する規程」により、


所定労働時間を２時間短縮することを認める。 


ただし、育児休業・介護休業に関するの労使協定書（労働協約付属協定書


10）に定められた除外対象者（２．第１条第１項第１号）に該当する者、およ


び所定労働時間が５時間以下の者については適用しない。 


 


② 前条と同時に併用することはできない。 
 


（時差勤務制の適用、所定外労働の免除） 


第 16 条  従業員で 1 歳以上小学校就学始期に達するまでの子を養育する者は、本


人の要望に基づいて、次のいずれかの制度を利用する事ができる。 


１．時差勤務制 


２．所定外労働の免除 


 


②  適用のための資格及び手続き等については、第 3 条から第 6 条までの規定を


準用する。 


 
（時間外労働および深夜業の制限） 


第 17 条 小学校就学始期に達するまでの子を養育する従業員が当該子を養育する


ために請求した場合には、時間外労働に関する協定にかかわらず、事業の正常


な運営に支障がある場合を除き、1 ヶ月について 24 時間、1 年については 150


時間を超えての時間外労働、および午後 10 時から午前 5 時までの間に労働をさ


せることはない。 


 
（関連する規程等） 
第 18 条 通院休暇、業務軽減、子の養育、家事援助等については、以下のとお


り別途定める。 
   １．妊娠・出産・育児休暇取扱い要項 
    ２．「ベビーシッター育児支援制度」利用に関する要項 







    ３．ホームヘルパー制度規程 


   ４．「富士火災コミュニケーションワールド」の利用に関する要領 


 
（解釈上の疑義） 


第 19 条 この規程に解釈上の疑義が生じた場合には、人事部長の決定に従う。 


 
（規程の改廃） 


第 20 条 この規程の改廃は、人事部長が立案し、重要な改定および廃止は経営委


員会の決議、その他の改定は人事担当役員の決定による。 


 
 
 


付  則 


１．この規程は平成４年４月１日から実施する。 
 


付  則 


１．この規程は平成 10 年４月１日から実施する。 


 


付    則 


１．この規程は 2003 年 1 月 1 日から実施する。（改正育児休業法への対応） 


 


付    則 


１．この規程は 2003 年 8 月 1 日から実施する。（改廃規定の追加） 


 


付    則 


１．この規程は 2005 年４月 1 日から実施する。（育児介護休業法改正に伴う育児休業


期間の延長および文言修正） 


 


付    則 


１．この規程は 2006 年 4 月 1 日から実施する。（第 1 条 文言追加）  


 


付    則 


１．この規程は 2007 年 9 月 1 日から実施する。（第 15 条育児短時間勤務：無給の追


加）  


 


付     則 


１．この規程は、2008 年 3 月 1 日より実施する。（第 7 条給与の改定、第 17 条時間外


労働および深夜業の制限条文、第 18 条関連する規程等条文および第 19 条の解釈上の


疑義条文の追加） 


 


付   則 


１．この規程は、2008 年 5 月 1 日より実施する。（第 16 条対象者範囲の拡大） 








 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


日程 ２０１０年 ３月１２日（金） １１：００～１８：００  


           


会場 東京 富士火災支部書記局 


全日本損害保険労働組合 富士火災支部 
東京都中央区八重洲１－９－９ 東京建物ビル５F 


TEL ０１２０-２８-４９０８   Zensonpo – fuji @ nifty . com 


http:// homepage3 . nifty . com / zensonpo -- fuji / newm 


 


第１４８回臨時支部大会議案 







●●●第１４８回臨時支部大会●●● 
 


議事日程（案） 


 


１． 開会の辞 


２． 議長選出 


３． 資格審査報告 


４． 大会成立宣言 


５． 大会各種委員任命 


６． 議事日程審議 


７． 一般経過報告 


８． 議事 


議案第一号 全損保第８９回中央委員会議案審議 


議案第二号 富士支部第１４８回臨時支部大会議案審議 


         ２０１０年度 春闘方針 


９． 支部スト権投票 


１０．諸決議 


１１．閉会の辞 







第１４８回臨時支部大会議案－1 


議案第一号   全損保第８９回中央委員会議案 


議案第二号 富士支部第１４８回臨時支部大会議案 


２０１０年度春闘方針 


 
はじめに 
 私たちの働く損害保険産業は、契約者や被害者、加害者と折衝する、対人関


係を切り離すことの出来ない、サービス業です。生産ラインによる機械的労働


の製造業ではありません。 
 サービス業において、対人折衝能力は、極めて重要なものです。この能力は、


製造業でいえば、各行程での加工能力と同義です。そしてこの対人折衝能力の


発揮によってのみ、サービスを提供する会社としての社会的役割を果たせると


いっても過言ではありません。 
 従業員の対人折衝能力を高め、また、阻害・低下させる要因を排除する施策


を、経営に求めることは、労働組合の重要な取り組みです。 
  


１．賃上げ、 臨給要求 
 


別紙 


 


２．「効率化」「合理化」攻撃とのたたかい 


（１） 内勤人事制度に対するとりくみ 


更なる人事制度の改悪に対して、分析し、交渉を強めていきます。 


（２） 異常・違法労働、職場改善のとりくみ 


「いじめ・いやがらせ」による生産性の低下 
 成果主義による職場管理が強化される中、職場における、「いじめ・嫌がらせ」


が、極めて深刻な状況を生み出しています。 
 不幸にして、「いじめ・嫌がらせ」の対象となってしまった者は、職務に対す


る自信を失い、能力発揮を抑制されるばかりでなく、状況が進行するにつれて、


希死念慮を伴う、うつ症状を呈する事例も稀ではありません。 
 「いじめ・嫌がらせ」は、直接の対象者だけでなく、周囲にもさまざまな影







第１４８回臨時支部大会議案－2 


響を与えます。対象者の能力発揮の抑制や、状況進行による休職などによって、


周囲の業務負担が増加するばかりでなく、一方では、自らも対象者になること


への恐れや、状況を改善させることができなかった罪悪感、無力感を与えます。


他方では、周囲に対する無関心、無感動によって、状況に適応する層を生み出


します。いずれも、職場の生産性を大きく阻害すると言えます。 
 
「いじめ・いやがらせ」に対する判例動向 
 川崎市水道局損害賠償事件（２００３年３月２５日東京高裁）、北本共済病院


事件（２００４年９月２４日さいたま地裁）では、使用者に職場環境配慮義務


があるとして、その責任を問うものとなっています。 
 
１． 良好な職場環境の下で労務に従事できるよう施設を整備すべき義務 
２． 労務の提供に関して良好な職場環境の維持確保に配慮すべき義務 
３． 職場環境を侵害する事件が発生した場合、誠実かつ適切な事後措置をと


り、その事案にかかる事実関係を迅速かつ正確に調査すること及び事案


に誠実かつ適正に処する義務 
 
 「いじめ・嫌がらせ」は、労働者個人の名誉や尊厳を傷つけるもので、人権


問題です。川崎市水道局事件では、加害者の昇進が、被害者に与えた影響は大


きいとの認定もされています。公平な人事制度の運用に、人権意識は極めて重


要な項目となっています。富士支部は、本人の訴えをもとにして、ハラスメン


トが放置されない、気持ちよく働ける職場環境の実現に向けて尽力をします。 


 


（３）外勤・直販のとりくみ 
（外勤・直販社員制度改定案へのとりくみ） 


 
富士支部の同意なく一方的に適用されている外直社員制度再構築（案）及び


同改定（案）は、富士支部組合員の賃金・雇用を大きく脅かすものであり、外


直制度の崩壊を招くものと位置付け、取り組みを進めてきています。 


① 準嘱託編入阻止～解雇撤回訴訟（大槻組合員） 


 ２００９年１０月７日、大阪地裁第５民事部において、和解が成立しました。


２００７年１月末日の解雇から２年半の時が過ぎていました。 
 
富士支部への加入に至る事情 
大槻組合員は、富士労組に所属していた２００５年１２月末の成績が、入社


時の４２倍もの大幅に引き上げられた成績基準に満たないとして、２００６年
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１月より準嘱託に編入されました。さらに、同年１２月末までに２１００万円


に達さない場合は、同日付で解雇とする旨の警告書が手交されていました。期


限とされる１ヶ月前の１１月末時点で、２１００万円に達していませんでした。 
 
大槻組合員から富士支部に連絡があり、北川書記長が福知山に赴き、面談を


行いました。富士支部は、同年１１月、１２月と、準嘱託編入制度に対する申


入れを継続して行なっていました。準嘱託編入による解雇が迫る中で、争うの


であれば緊急避難が必要と判断し、加入を決断されました。 
 
解雇期日の延期を勝ち取る 
大槻組合員について、個別の申入れを同年１２月２８日に行い、１２月末で


の解雇を延期させることが出来ました。延期理由は、解雇の猶予基準とされて


いた個々の扱者の収支残額について、再検証するというものでした。この収支


残額には、実際に支払った保険金だけでなく、支払い見込みである備金も加算


されているもので、極めて納得感の薄いものでした。そもそも、支払った保険


金の多寡によって、解雇となる制度に合理性を見出すのは困難でした。 
 
２００７年１月９日に開催された、富士支部、富士労組の各労働組合が選出


する委員が参加する「直販社員制度運営委員会」の席上で、大槻組合員の解雇


の延期が確認されました。富士支部からは加賀谷執行委員が選出委員として出


席しました。 
 


事務折衝－解雇前夜 
１月２９日に、会社に対して申入れをしました。 
同月３０日に、事務折衝を行い、富士支部からは、都丸副委員長・北川書記


長が出席し、PA 制度室から、大槻組合員の支払い備金の検証結果について、説


明を受けました。２時間を超えて論議しましたが、結論は出ず、翌日の団体交


渉に持ち越されました。同日に、大槻組合員は、労働基準法に定める解雇理由


証明書の交付請求をしました。 
 
団体交渉での取り組み－１ 
同月３１日に開催された、第３４２回団体交渉（東京）では、三村委員長・


都丸副委員長・北川書記長・野本副書記長が出席し、大槻組合員の解雇は認め


られないとしました。会社は、解雇についての理由を以下のとおりとしました。 
１． 過年度の修正一次収支残額に疑義が無くなったこと 
２． 保険金についても適正であることを、SC 所長から確認がとれたこと 
３． 備金で解雇するわけではなく、成績でみていること 
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 会社は、同年１月末日で、本人と所属する組合の同意の無いまま解雇を強行


しました。解雇理由書の手交はなく、大槻組合員は、解雇予告手当を受け取り


ませんでした。会社は、同手当を供託したため、同年３月に、同手当を賃金の


一部として受け取る旨の通知をした後、未払い賃金に充当しました。 
 
提訴の決断 
 同年２月１５日に、大槻組合員は、会社に対して、解雇を争う旨を書面で通


知しました。３月２日には上京し、弁護団となる萱野弁護士と岩井弁護士、執


行委員を交えて話し合いをした結果、訴訟で争うことを決断されました。その


後、訴状作成のための複数回の打ち合わせを経て、２００７年４月に提訴とな


りました。 
 
団体交渉での取り組み－２ 
 ２００７年３月に開催された、第３４３回団体交渉（大阪）では、三村委員


長、北川書記長、松田執行委員が出席し、大槻組合員の解雇撤回を申し入れま


したが、会社は撤回の意思はないとしました。 
 同年６月に開催された、第３４４回団体交渉（東京）では、三村委員長、都


丸副委員長、北川書記長が出席し、会社に対して次の質問と申入れをしました。 
１． 入社時の契約を、本人と所属する労働組合の合意無く一方的に変更し、


解雇することは、法的にも社会通念上も許されるという認識なのか。 
２． 組合の同意を得ずに、一方的に既成事実を作る行為は、不当労働行為で


あるとの認識はあるのか。 
３． 解決のための努力や譲歩をする意思を有しているのか。 
４． 富士支部は、一日も早い解決を望んでいる。 
会社は、次のとおり答えました。 
１． 会社のおかれた状況の中では止むを得ないと考え、規定を改定し適用し


たもの。 
２． 制度改定は、多数組合の同意を得ているので、そのような認識はない。 
３． 努力や譲歩の意思は、今のところ無い。 
 
OB も参加した傍聴支援 
同年７月の大阪地裁での第１回期日には、東京からは、福田氏（OB）、北川


書記長、大阪の松田執行委員、藤田氏（OB）、が傍聴に駆けつけ、法廷後、弁


護団を交えて、意見交換をしました。９月の第２回期日には、東京から、北川


書記長が傍聴に参加しました。 
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団体交渉での取り組み－３ 
同年１１月に開催された、第３４６回団体交渉（東京）では、三村委員長、


都丸副委員長、北川書記長、秋田から上京した加賀谷執行委員、が出席し、会


社に対して、本件解雇制度の廃止を求めました。会社は、廃止は考えていない


としました。 
同年１２月に開催された、第３４７回団体交渉（大阪）では、三村委員長、


松田執行委員、北川書記長が出席し、会社に対して、本件解雇制度の廃止を求


めました。会社は、主眼は収保を伸ばして欲しいという制度であり、廃止する


考えは無いとしました。 
 
困難な状況下での当事者の思い 
同年１２月、翌２００８年２月、３月の期日はいずれも、法廷ではなく、弁


論準備とされ、双方の提出する書面を確認する場とされました。 
会社は、期日には膨大な書面を提出してきました。その書面を確認した上で、


反論や主張を、根拠や証拠と合わせて、文書化する作業は、大槻組合員に大き


な労力を必要としました。大槻組合員は、解雇から１年が経ち、富士支部と物


理的に距離があることばかりでなく、収入の道を絶たれた事による経済的困難、


親族の看病による心労等も重なり、訴訟に割く時間が、十分に取れない状況に


なっていきました。それでも、期日には必ず大阪地裁に足を運び続けたのは、「会


社のやり方はおかしい」という強い思いがあったからに他なりません。 
 
裁判所でのプレゼンテーション 
２００８年５月の期日、８月の弁論準備期日を経て、１０月には、裁判所か


ら指定された内容での、プレゼンテーションを求められました（資料：１）。プ


レゼン資料作成のために、大槻組合員は個人的資料の取り揃え、富士支部は全


体資料の取り揃えを要請されました。その後、揃った資料から方針を決め、資


料完成までには、打ち合わせを重ね、相当の時間を必要としました（資料：２）。 
 
陳述書の提出 
 プレゼンテーション以降、同年１２月、翌２００９年２月、４月の各期日は、


弁論準備とされ法廷では行なわれず、傍聴支援は出来ませんでした。 
６月には、大槻組合員本人から、解雇の不当性、減収の理由、基準引き上げ


に反対してきたこと、定年の年齢となり一日も早い解決を望んでいることを、


陳述書として提出しました。また、北川書記長も、労働組合の立場から、会社


の基準引き上げ提案時の団体交渉での姿勢などをまとめ、裁判所に「解決に向


けた強い指導力の発揮」を求める陳述書を提出しました。 
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和解による解決とその後 
７月になって、裁判所から和解勧告がありました。弁護団は、大槻組合員の


収入の途をつなぐことを重視し、個人代理店の開設を強く求めました。会社は、


当初、代理店の委託契約について、「受けられない」としていましたが、裁判所


と弁護団で、会社に決断を迫り、最終段階で、個人代理店の委託契約をすると


いう条件を取りきることが出来ました。その他の和解内容は非公開となってい


ます。大槻組合員は、２０１０年１月から、「MO 企画」として、富士火災の代


理店を営んでいます。 
 


たたかいの総括 
 大槻組合員の、基準引き上げによる解雇訴訟を、さまざまな困難に直面しな


がらも、富士支部として最後まで支援してこられたことは、今後のたたかいに


向かっても大きな力を得られたと言えます。しかし、一方では、復職を含め、


訴状で主張した当事者の思いが十分に叶わなかったことは事実です。 
今後の訴訟支援態勢については、特定の組合員を窓口とした「点と線」での


支援型から、地域の組合員、組織、世論にも積極的に働きかけを行なっていく、


「面と空間」支援型へたたかいを発展させることが重要です。 
当事者のたたかいを法廷内に留めることなく、世論に訴え、社会的共感を得


る行動に発展させていくことが、経営を追い詰め、勝利への道を切り拓く唯一


の道であることに確信を持ち、地域・組織・世論を視野にいれた支援をすすめ


ていきます。 


② 準嘱託編入阻止のたたかい（加賀谷執行委員） 


２００８年末の成績基準突破 
入社時の４２倍もの大幅に引き上げられた、準嘱託編入の基準適用は、２０


０９年１２月末で６年目となりました。２００８年１２月末に、２００４年か


ら４年連続して編入猶予を勝ち取っていた秋田分会の加賀谷執行委員は、２０


０８年１１月に既契約者に対して、年間保険料で１３０万円を超える賠償責任


保険を成約し、基準となる年間換算成績額２０００万円を達成しました。 
 
２００８年末の救済措置の未実施 
会社は、２００８年１２月末に、準嘱託編入となる富士支部組合員がいなか


ったことから、「編入の猶予は、もう行わない。」とし、結果、複数の富士労組


の直販社員が、救済されることなく準嘱託に編入・解雇されました。 
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２００９年の引き受け規制による減収 
 ２００９年１０月、会社は、加賀谷執行委員に対して、保険金支払いがあっ


た事を理由に、上記契約の継続にあたって、「前年度料率の３倍、もしくは免責


１０００万円」という引き受け条件を指定してきました。加賀谷執行委員は、


所属長を通じて、引き受け部署と交渉をしましたが、引き受け条件を緩和する


ことは出来ませんでした。会社の指定する引き受け条件では、契約者は納得を


することが出来ないとされ、当該契約は他社が一般常識的な条件で引き受ける


こととなりました。 
 同契約者は、加賀谷執行委員の大口契約者でもあり、既存契約である、５件


の火災保険、２０台の自動車保険の全てが、他社に流出してしまいました。 
 この影響もあり、２００９年１１月末では、準嘱託の基準を大きく割り込ん


でしまっていました。 
 
団体交渉での取り組み 
 富士支部は、加賀谷執行委員と連絡を取り合う中で、２００９年１０月に開


催の第３５７回（東京）、１２月の第３５８回（東京）の団体交渉で議題としま


した。また、同年１２月には、個別に申し入れを行うなどの取り組みを行って


きました（資料：３）。 
 
 会社は、富士支部の申し入れに対して、編入猶予の申請書は受け取っている


としながらも、下記の理由により編入猶予を行ないませんでした。 
１．指定した引き受け条件は妥当であった。 
２．仮に、不継続となった額を考慮するとしても、基準に満たない。 
３．雪災事故による保険金請求訴訟での会社側証人としての協力は、猶予すべ


き程の負担とは認められない。 
 
 結果として、加賀谷執行委員は、２０１０年１月１日付で、準嘱託に編入さ


れてしまいました。２００９年１０月末の状況で、基準に満たないとされた方


は６０名、準嘱託は５名でした。これらの富士労組のなかまも、救済されるこ


と無く、多くは準嘱託へ編入されてしまいました。 
 
準嘱託編入と「増加手当戻し入れ」 
 加賀谷執行委員は、準嘱託編入攻撃に対して、たたかいをつうじて営業社員


復帰を目指す道をぎりぎりまで模索しました。しかし、準嘱託編入による賃率


引き下げに加えて、約５万円の本給の減額。さらには、「増加手当の戻し入れ」


によって、次年度賃金からの控除される「戻し入れ額」の概算は、２００９年


１２月末時点で１００万円を超えており、合算すると、２０１０年４月からの
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賃金の、毎月の控除額は概算で、１５万円となる事が明らかとなりました。 
  
増収する事で、増加手当を取り戻し、控除と相殺する事も検討されましたが、


加賀谷執行委員は、５８歳の定年まで１年しかなく、かつ、１２ヶ月以内に基


準が達成出来ないと解雇される準嘱託に編入されたことを考慮すると、増収し


て相殺できる期間は極めて限られます。 
  
 加賀谷執行委員は、これらの事を総合的に判断し、気持ちの整理がついたこ


とで、２０１０年３月末日で退職し、損保代理店に転進する道を選ばれました。 
 
たたかいの総括 
 富士支部は、準嘱託編入阻止を「雇用を守る」たたかいの柱として、これま


でとりくみを進めてきました。２００４年から２００７年まで４年連続して、


対象者の多くが編入を猶予をされる「救済措置」の実施を勝ち取ってきました。 
２００８年については、富士支部組合員が基準成績に達していたことから、


救済措置の実施について、団体交渉で経営を追い詰めることは出来ませんでし


た。その結果、「救済措置を実施しない」という口実を経営に与えてしまいまし


た。２００９年に、「救済措置」の再開を求めましたが、一度、不実施の実績を


有した経営を動かすことは叶いませんでした。 
 
準嘱託編入阻止については、全ての PA 社員の雇用に対する直接の攻撃である


ことを再認識し、とりくみを構築し発展させることが必要です。 


③ 口座振替手数料返還訴訟 


秋田地裁に２００９年１０月に提訴となった、全国の支部組合員・OB ら２３


名による集団訴訟は、２０１０年１月に第１回期日がありました。当日は、原


告のうち、秋田分会の６名が出廷し、東京から北川書記長が傍聴参加をしまし


た。 
 


 会社は、裁判所に提出した答弁書の中で、控除当時、原告らに控除明細を交


付していないにも拘わらず、「口座振替手数料として控除している金額の中には、


クレジットカード利用料や満期返戻金の振込料なども含まれているが、その扱


いをどうするのか。」などと、述べています。これは、少々乱暴ですが例えて言


えば、コンビニ強盗が捕まって、店側が「売上げ記録から、被害額は○万円」


というのに対して、強盗側が、「○万円の中には、さまざまな金種が含まれてい


るはずだ。各金種について請求するまでは返すことは出来ない。」と言っている


ようなものです。また、富士支部は、同意をしていないのにも拘わらず、一方
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的に控除をしていることについても、「他の労働組合の同意があるから。」とい


う理由で、正当化をしています。上記の強盗が、「他のコンビニ店から集金に来


てくれと言われたので、近くの店も、ついでに『集金』しただけだ。」と開き直


っているようなものです。富士支部は、会社に、口座振替手数料の控除を依頼


していません。 
 会社が、振替手数料を銀行から請求されるのであれば、その請求額の明細を


示してから、請求するのが通常一般的な対応ではないでしょうか。請求額の明


細も示さず控除出来るのであれば、特定の社員の賃金を、恣意的に『調整』す


ることも可能なのです。 
 
２００８年１月９日東京地裁判決、同年６月２０日東京高裁和解によって、


２０１０年３月で、手数料控除制度は廃止となります。 
しかし、会社は、一旦手に入れた、『手数料集金権』を手離すことはせず、さ


らに巧妙な手口で、賃金制度に潜り込ませようとしています。４月からの減額


についても同意することは出来ません。従来の取り組みを踏まえた取り組みを


行ないます。 
 
そもそも、口座振替手数料は、会社の明言どおり、『契約者の支払う、分割割


増保険料に含まれている。』のです。であるならば、その分割割増保険料のうち、


理論支給率２７％しか受け取っていない直販社員に、会社の受け取っている７


３％分を含めて、全額負担させることに、公平性、合理性はありません。 
 
本件訴訟を、地域と組織で支援し、富士支部ホームページ等からの情報発信


などを含め、内容の不当性を広く社会に認知していく中で、解決にむけて会社


に決断を迫っていきます。 


④ 増加手当の戻入れ 


富士支部組合員３名の原告団によって、札幌高裁で争われていた本件訴訟は、


２００６年１０月から２年半の歳月をかけて、２００９年６月に和解となりま


した。同訴訟については、富士支部札幌原告団発行の、『「増加手当戻し入れ」


裁判報告集』で詳細報告しています。 
 
同訴訟によって、明らかになったことは、現在の司法制度下において、『戻し


入れ制度自体が不当・不法』という判決は、極めて困難であったということで


す。その理由として、裁判官の心証があります。賃金制度が法に照らして合法


か否かという判断をする前提として、ⅰ）原告固有の状況、ⅱ）企業内自治の


尊重がありました。誤解を恐れずに表現すれば、「法律的に違法状態であっても、
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被害の程度が軽微な場合には、あえて企業内の問題に踏み込まない。」という裁


判所のスタンスでした。 
 
本件戻し入れ制度が、社員の賃金を極めて不安定にしていることは明らかで


す。被害の程度が軽微なうちは、たたかう原告となる条件はありますが、裁判


官の心証を得ることは難しく、逆に、被害が甚大になればなるほど、裁判官の


心証は得られやすいといえますが、たたかう原告となる条件も減少していくの


です。つまり、『減収額に対して２２％という高率での戻し入れ制度を導入する


ことにより、戻し入れ額が生活を破壊する程度まで達することを容易にして、


現実に賃金からの戻し入れが行なわれる前に、退職を決断させる』という、こ


の制度の持つ真の狙いを、明らかにできる原告は、戻し入れ額の多寡が焦点に


なるのであれば、理論的に存在できないこととなってしまいます。 
 
しかし、本件制度によって、次々と社員が退職に追い込まれる状況を、富士


支部として放置するわけにはいきません。札幌原告団のたたかいを踏まえ、発


展させるたたかいの構築にむけて、検討をすすめていきます。 


⑤ 白井組合員の訴訟支援 


 ２００７年１２月２８日、体調不調を訴える中、深夜１０時まで残業させら


れ、職場で激しく嘔吐、その後に脳出血を発症し、入院となった同君に対して、


会社は、お見舞いもしないなどの対応に終始していました。 
 ２００８年２月に、富士支部 OB の藤田氏から連絡があり、同君の窮状が伝


えられたため、３月に北川書記長が大阪に赴き、ご家族と面談を行いました。


その後日、同君とも面談を行いました。会社に謝罪と補償を求めていく中で、


富士支部への加入を決断されました。 
 
 大阪地裁で係争中の、白井組合員に対する損害賠償訴訟は、現在、同組合員


の症状について、会社側が取り寄せた詳細なカルテを、双方で確認する段階で


す。 
 今後も、白井組合員とご家族のたたかいを支援し、ご家族の協力と了承が得


られれば、世論に訴え、社会的共感を得る行動に発展させ、経営を追い詰めて


いきます。 
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３．職場諸問題へのとりくみ 
 
育児休業規定９条１項では、「復職後の職場および職務は、原則として休業直


前の職場および職務とし、本人の実状を勘案してこれを決定する。」とされてい


ます。適正な運用がなされるよう、これからも注視していきます。    
 


４．組織拡大と支部の役割 
 
全国から、カンパや意見、相談が寄せられています。上司の理不尽な要求に


応じるうちに、健康を害してしまったという相談も増えています。 
富士支部は、組合員の正当な人権と、最低限の利益を守り、理不尽な要求に


対しては、粘り強く抵抗をしていきます。職場で、社内で、従業員の人権や利


益が一方的に踏みにじられている状況を改善すべく、各機関とも連携をしなが


ら、取り組みを強化していきます。 
 支部組合員は、目的意識を持ち、理不尽な要求を受けている従業員に一声か


けるなど、積極的な行動を通して、事故を未然に防いでいく取り組みが求めら


れています。また、カンパをいただいている外直のなかまへの話し込みを更に


進め、連帯を深めていきます。 
 


５．産別課題のとりくみ 
 
全損保の２０１０年春闘の柱を基に、私たち富士支部もそれぞれの取り組み


に参加していきます。 
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平成 19年 (ワ)第 4807号 地位確認等請求事件


原 告 大槻政美


被 告 富士火災海上保険株式会社


プレゼンテーシ ョンの内容について


平成 20年 9月 5日


大阪地方裁判所第 5民事部合議 2B係


平成 20年 10月 15日に実施するプ レゼンテーションにおいて,裁判所が説


明を求める主な項 目は,以下の とお りですDよろしくお願い しますc 


l 被告に対 し 


(1)解雇の当否について･ 


① 被告が設定 した解雇基準 (準嘱託編入基準を含むQ以下同様)の概要 


② 解雇基準で基準とされた勤務成績の具体的内容


例えば,年間換算成績額の算定の具体例｡直販社員がどの程度の営業活


動,営業成績 を上げれば基準額を達成できるのか等 


③ 解雇基準の設定額が合理的又は相当である理由 


④ 救済措置において,修正一時収支残額を 900万円以上 としたことが合理


的又は相当である理由 


(2)賃金差額請求について 


① 貸金差額請求について,問題 となる貸金制度の概要 


② 上記①の賃金制度について,問題 となる変更点の概要 


③ 上記②の変更内容が合理的又は相当である理由 


(3) 口座振替手数料相当額の控除について 


① 口座振替手数料相当額の控除について,問題 となる制度の概要 


② 口座振替手数料相当額の控除について,変更点の概要 


③ 上記②の変更内容が合理的又は相当である理由 


2 原告に対 し


被告におけるプ レゼン項 目 (上羅 l)について,反論の概要


以 上








 
 
 
 
 
 
 
 
 


秋田支店 加賀谷清武執行委員の準嘱託編入についての申し入れ 


 
同君は、昭和６４年１月１日入社（勤続２１年）で、２００９年１２月２４


日時点での年間換算成績額は、１６０５万円です。引上げられた準嘱託編入基


準である年間換算成績額２０００万円とは、３９５万円の乖離があります。編


入判定日である１２月末日までに、年間換算成績額を基準値まで増収させるこ


とは、極めて困難です。以下の理由により、編入判定日を、３ヶ月間猶予し、


２０１０年３月末日とすることを申し入れます。 
 
１． 本年１１月に満期を迎えた、「工事王」の継続契約（年間保険料１３６


万６７９０円）について、火災新種業務部から、通常の保険料率の２


００％増（通常レートの３倍）という引き受け条件の指定がありまし


た。契約者は、長年に亘って当社の顧客であり、同君と人間関係が出


来ていたため、継続契約を望んでいました。契約者は、秋田支店長と


の面談まで行い、当社に継続する意思を表明しましたが、条件に変更


はありませんでした。結局、契約者は、一般的なレートの他社で加入


せざるを得ず、又、１月満期となる、同契約者の自動車保険２件（合


計保険料１２万６７００円）についても、上記他社に流出してしまい


ました。 
 


２． 本年２月頃から、雪災事故の保険金請求事案による、当社を被告とす


る訴訟について、会社側証人として、複数回に亘る弁護士との打合わ


せ、書面の提出、証人尋問のための出廷、などを業務命令により行な


いました。会社側証人としての一連の対応は、自身の取り扱い契約で


あったことを考慮しても、極めて重責であり、日常の営業活動に相当


程度の支障がありました。 
以 上 


富士火災海上保険株式会社 
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２００９年１２月２４日 
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